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士

族
就
産
会
社
と

し

て

の

｢

セ

メ

ン

ト

製
造
会
社
+

(

小

野
田

セ

メ

ン

ト

株
式

会

社
の

前
身
)

設
立

頃
の

株
主

士

族

就
産

会

社

と

い

う

の

は
､

明
治

一

二

年
(

一

八
七

九
)

三

月
か

ら

同
二

三

年

(

一

八

九

〇
)

三

月
ま

で

の

間
に

､

政

府

が

士

族
授
産
政

策
と

し

て

実

施
し

た

士

族

授
産
金
の

貸
付

け
の

対

象
と

な
っ

た

会

社

企

業
を

意
味
す
る

｡

政

府
は

∵
し

の

期
間
に

､

士

族

の

団

体
が

貞
･

エ
･

商
の

業
を

営
ま
ん

と

す
る

場
合
に

､

す

な

わ

ち

士

族
が

共

同
で

事
業
を

起

さ

ん

と

す
る

場
合
に

､

こ

の

よ

う

な

士

族

団
体
に

対
し

て

資
金
を

貸
付

け

た
｡

貸
付

総

額
は

､

四

九

四

万

円

余
に

達
し
た

｡

貸
付
け

を

受
け

た

士

族

絵
数
は

明

ら
か

で

な

い

が
､

明
治

一

二

年
(

一

八
七

九
)

三

月
か

ら

同
一

八

年
(

一

八

八

五
)

一

二

月

ま

で

に

貸
付

け
を

受
け

た

士

族
数

は
一

〇

万

人

位
で

藤

津

清

治

あ
っ

た

と

推
定
さ

れ

る

の

で

あ

り
､

ま
た

貸
付

額
は

三
一

九

万

円

余
で

あ
っ

た
｡

と

こ

ろ
で

､

こ

こ

に

い

う

士

族
ほ

､

文
字
通

り
の

士

族
の

み

で

な

く
､

明

治

三

年
(

一

八
七

〇
)

の

薄

利
々

定

に

よ

り

平
民
に

編
入

さ

れ

た

旧

藩

臣
､

明

治

五

年
(

一

八
七

二
)

卒
の

階

級
が

廃

止
さ

れ

る

こ

と

と

な

り
､

こ

れ

に

よ

っ

て

平
民

に

編
入

さ

れ

た

元
一

代

抱
の

卒
､

政

府
に

対

す

る

反

乱
に

加
担
し

た

た

め
､

国
事
犯

と

し
て

士

族
籍
か

ら

除
か

れ

た

も
の

な

ど

を

含
む
も

の

で

あ
っ

た
｡

つ

ま

り
､

そ

れ

は

広
義
の

士

族
で

あ
っ

た

わ

け
で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で
､

士

族

が

団

体
で

こ

の

よ

う
な

資
金

を

借
入

れ
､

事
業

を

起
す
に

あ

た
っ

て
､

そ

の

事
業
が

会
社
企

業
の

形
態
を

と
っ

た

の

が
､

士

族

就

産
会
社
で

あ

る
｡

就
産
は

､

授
産
を

､

そ

の

対

象

と

な
っ

た

士

族

団

体
の

側
か

ら

み

た

言
葉
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な
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会
社
と

し

て

は
､

明

治
一

四

年
(

→

八

八

四
)

四

月

山

口

只

厚

狭

郡
西

須
恵

村

字
小

野
田

に

撃
止

さ

れ

た

｢

セ

メ

ン

ト

製
造
会

社
+

､

同

年
六

月

広
島

県
安
芸
郡
上

瀬
村
に

設
立
さ

れ

た

広
島
綿
糸

紡

績

会
社

､

明

治
一

六

年
(

一

八
八
三
)

末
岡
山

県

岡

山

区

花

畑
に

設

立

さ

れ

た

岡
山

紡
績
会
社

､

明

治
二

〇

年
(

一

八

八

七
)

九

月

愛

知
県

名

古

屋
区

伝

馬
町
に

設

立
さ

れ

た

名

古

屋
電
燈

会
社

な

ど
を

挙

げ
る

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

れ

ら
の

会
社

企

業
は

､

明

治
二

〇

年

代
に

民

間
に

エ

場
制
工

業
が

勃
興

す
る

に

い

た

っ

た

基

礎
の

確

立

期
に

設
立

さ

れ

た

わ

け
で

あ

る
｡

こ

れ

ら

の

ほ

か

に

も

士

族
就
産

会

社
が

存
在
し
た

で

あ

ろ

う
が

､

明

ら
か

で

な
い

｡

士

族
授
産

金

貸
付
の

対

象
と

な
っ

た

事
業
の

大

部
分
が

失
敗
し

き
言
が

､

主

な

理

由
の

三
で

あ

ろ

う
｡

と
こ

ろ

で
､

士

族
就
度
会

社
は

ま

た
､

そ

れ

が

士

族
威
産
と
い

う
理

念
に

も
と
づ

い

て

撃

昔
れ

た

会
社

企
業
で

あ

る

と

い

う
こ

上

が

で

き

る
｡

そ

し
て

､

そ

の

よ

う
な

理

念
は

､

出

資
者

･

企

業
の

最
高
管
理

職
能
担
当

者
と

し

て

の

経
営

者
･

職
員

･

職
エ

を

で

き
る

か

ぎ
り

士

族
お

よ

び

そ

の

子

女
に

も

と

め

る

と
い

う

も
の

と

し

て

理

解
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

さ

て
､

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会
社
+

は
､

士

族
威
産

会

社

の

典

型

を

な

す
も
の

で

あ
っ

た
と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は
､

士

族
就
産
と
い

う

理

念
を

個
性
的
な

姿
に

お

い

て

も
っ

と

も

よ

く

実

現

し

た

会
社

企

業
で

あ
っ

た

と

思

わ

れ

る

か

ら

で

あ

る
｡

本

稿
で

は
､

企

業
形

態

的
に

株
式
会
社
の

先

駆
形

態

を

な

し
た

同

社
の

設

立

の

頃
の

事
情
を

株
主

に

つ

い

て

み

る

こ

と

と

す
る

｡

同

社

撃
止

の

頃
に

お

い

て

は
､

職
員
お

よ

び

職
工

の

数
が

い

ま

だ

き
わ

め
て

僅
少
で

あ
っ

た

こ
･
と

､

経

営
者
ほ

株
主
の

う

ち
か

ら

選

任
さ

れ

た

こ

と

か

ら
､

株
主
の

問
題
が

中
心

を

な

し
た

の

で

あ

る
｡

〓

さ

て
､

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社
+

は
､

明
治

一

四

年
(

一

八

八
一

)

四

月
､

セ

メ

ン

ト

製
造
に

関
す
る

わ

が

国

最
初
の

私

企

業
と

し

て

設
立

さ

れ

た
｡

当

時
に

お

い

て

は
､

公

企

業
と

し

て

政

府
の

深
川

工

作
分

局
が

存
在
し

た

の

み

で

あ
っ

た
｡

ま

ず
､

同

社

撃
止

ま

で

の

諸

事
情
の

う

ち
､

株
主
に

関

係
が

あ

っ

た

も
の

を

簡
単
に

述
べ

る

こ

と

と

す

る
｡

旧

萩

津
(

狭

義
の

長

州

藩
を

意

味
す

る
｡

広

義
の

長

州

藩
は

岩
国

藩
､

徳

山

藩
､

清

末

藩
､

長

府

藩
を

も

含
む
)

士

族
で

あ

り
､

の

ち
に

｢

セ

メ

ン

.
ト

製
造

会
社
+

初
代
の

｢

社

長
+

と

な
っ

た

笠
井
順
八

は
､

明
治

一

二

年
(

一

八

七

九
)

頃
か

ら
セ

メ

ン

ト

製
造

事
業
に

関

心

を

も

ち
､

彼
の

友

人

で

あ

り
､

旧

蔵

藩
士

族
で

あ
っ

た

荒
川

佐

兵

衛
･

(

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社
+

設
立

と

と

是
同

社
の

｢

技
師
+

と

な
っ

た
)

と

と

も

に
､

起

の
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業
の

準
備
を

進

め
る

こ

と

と

な
っ

た
｡

笠

井
ら
は

深

川
工

作
分
局

を

訪
ね

る

な

ど

起

業
の

た

め

の

調

査
･

研

究
を

行
い

､

起
業
資
金

ほ
､

こ

れ

を

士

族

授
産
金

の

借
入

れ

に

も
と

め
る

こ

と

と

し
た

｡

こ

れ

ら
の

こ

と

に

つ

い

て
､

笠

井
ら

が

つ

ね

に

相

談
し
た

の

は
､

旧

萩
藩
士

族
で

笠
井
の

友

人
の

井
上

馨
で

あ
っ

た
｡

明

治
一

二

年

(

一

八

七

九
)

頃
､

井
上

は

参
議
兼
工

部
射
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

明

治

二
二

年
(

一

八

八

〇
)

五

月
､

笠

井
と

荒
川
を

含
む

三

九

人
が

発
起
人
と

な

り
､

笠
井
を

代
表
者
と

し
て

､

六
一

､

0

0

0

円
の

起
業
資
金

借
入
を

政

府
へ

出

願
し
た

｡

借
入

金
の

抵
当

に

は
､

明

治
九

年
(

一

八
七

六
)

の

禄
制
廃
止

に

伴
っ

て

士

族
に

交
付
さ

れ

た

金

禄
公

債
証

書
(

五

分

利

付
､

六

分

利

付
､

七

分

利

付
､

一

剖

利

付
の

四

種
類
で

あ
っ

た
)

の

う
ち

七

分

利
付

金

禄
公

債

証
書

八

八
､

0

0

0
円

を

充
て

る

こ

と

と

し

た
｡

同
公

債
証

書
の

市
場
価
格
は

当

時

額
面
を

割
っ

て

お

り
､

笠

井
ら
は

､

同

公

債
証

書
を

そ

の

額
面

一

〇

〇

円
に

つ

き

約
七

〇
円

と

評
価
し
た

の

で

あ

る
｡

三

九

人
の

発

起
人
の

う
ち

､

笠
井
と

荒
川
を

除
く

三

七

人

も
､

旧

萩
藩
士

放
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

こ

の

出
願
に

対
し

､

同

年
八

月
､

二

五
､

0

0

0

円
の

授
産
金

貸
付
が

､

政

府
か

ら

通

達
さ

れ

た
｡

笠
井
ら

は

当

面
必

要
な

起
業
資
金
を

四

〇
､

0

0

0

円
と

見
積
る

と

と

も
に

､

金
禄
公

債
証

書
に

よ

る

出
資
を

条
件
と

し

て
､

主
と

し
て

､

旧

萩

藩
士

族
の

問
に

株
主
を

募
集
す

る

こ

と

と

し
た

｡

七

分

利
付
金

禄

脚

公

債
証

書
を

額
面

一

〇

〇

円
に

つ

き

七

〇

円

と

評
価
し

､

右
の

四

〇
､

0
0

0

円
に

対

し
て

同

公

債
証

書
五

七
､

二
且

○
円

を

株

主

か

ら

調

達
す
る

こ

と

と

し

た
｡

し

か

し
､

抹
主
に

対
し

て

は
､

同
公

債
証

書
額
面
五

〇

円

を
一

株
(

五

〇
円
)

と

し

た
｡

株

主

の

募

集

が

完
了

し
､

金

禄
公

債
証
書
五

七
､

二
血

○

円
が

調

達
さ

れ

た

の

は
､

明

治

二
二

年
(

一

八

八
〇
)

一

〇

月
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

出

資
さ

れ

た

金

禄
公

債
証

書
は

七

分

利
付
の

そ

れ

の

み

で

は

な

か

っ

た
｡

六

分

利
付
の

も
の

な
ど

も

あ
っ

た
｡

六

分

利

付
の

も

の

は
､

額
面
六

〇

円
が

一

株
(

五

〇

円
)

と

さ

れ

た
｡

主

と

し

て
､

七

分

利
付
の

も
の

が

出
資
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

笠
井
ら

が

政

府
か

ら
の

借
入

金
二

五
､

0

0

0
円

を

入

手

し
た

の

も

同

月

で

あ

り
､

こ

れ

に

対

し
て

は
､

七

分

利
付
の

も
の

七

七

円
､

六

分

利
付
の

も

の

六

八

円
の

割
合
で

､

出
資
公

債
証

書
の

一

部
を

抵
当

と

し
て

山
口

県
庁
へ

差
出
し

た
｡

残
り
の

公

債
証
書
は

こ

れ

を
､

四

〇
､

0

0

0
円

と

二

五
､

0

0

0
円

と

の

差
額
の

一

五
､

0

0

0

円
を

民

間
か

ら

借
入

れ

る

場
A
口

の

抵
当
に

あ

て

る

予

定
で

あ
っ

た
｡

と

こ

ろ
で

､

他
方

､

明

治
一

三

年
(

一

八

八

〇
)

八

月

政

府
か

ら

の

借
入

金
が

決
定

し
た

た

め
､

笠
井
ら

は

工

場
の

建
設

地

を

山
口

県
下
の

厚
狭
郡
西
▲
貌
恵

村
字
小

野
田
に

決
定
し

た
｡

こ

の

決
定
に

ヴ
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ぁ

た
っ

て

は

原
材
料
の

入

手
､

製
品
の

販

売

な

ど
に

関

す
る

諸

条

件
が

考
慮
さ

れ

た

の

は

勿
論
の

こ

と

で

あ

る

が
､

会
社

を
｢

自
国
+

内
に

設
立

す

る

と
い

う

笠
井
ら
の

意
識
も

作
用

し

た
｡

笠
井
は

､

当
時
に

お

い

て

は
､

旧

萩
藩
以

外
は

他

国
で

あ

る

と
い

う

意
識
が

彼
ら
の

間
に

あ
っ

た

と

述
べ

て

い

る
｡

工

場
建

設

地
を

決
定
す

る

と

間
も

な

く
､

同

年
九

月
に

は
､

深
川
工

作
分
局
へ

職
工

見

習

と

し

て

波

多
野
和
忠

､

桂

喜
久

､

駒
井
熊
太

､

松
本

禄
郎

､

大

嶋

弥

三

郎
を

派

遣
し
た

｡

引

率
者
は

荒
川
で

あ
っ

た
｡

波
多

野
､

桂
､

駒
井

､

放
本
は

､

旧

萩
藩
士

族
あ

る

い

は

そ

の

子

弟
で

あ
っ

た
｡

大

嶋
は

平
民

で

あ
っ

た
｡

こ

の

甲

笠
井
は

ま

た
､

セ

メ

ン

ト

焼

窯
(

煉

瓦

造

り
の

徳
利

塑
の

窯
)

な
ど
の

築
造
に

必

要
な

煉

瓦

を

製

造

す
る

た

め
､

工

場
建
設
予

定
地

の

近

く
で

煉
瓦

窯
の

築
造
に

着

手

し
た

｡

こ

れ

に

従

事
し

た

の

は

旧

萩
藩
士

族

村
田

謙

治

な

ど

で

ぁ
っ

た
｡

煉
瓦
の

製
造
が

開
始
さ

れ

た

の

は
､

明

治
一

三

年
(

一

八

八

〇
)

の

末
の

こ

と

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

工

場

建

設
の

準

(

株
主

一

覧
表
)

【

_
〆
､

倫
が

進
め

ら
れ

る

と

と

も
に

､

会
社

設

立
の

準
備
も

行
わ

れ

て
､

翌
一

四

年
(

一

八
八

こ

去

月
に

は

創
立

捻

会

が

開
か

れ

た
｡

こ

の

総
会
に

お

い

て
､

株
主
の

な

か

か

ら
､

｢

社

長
+

に

笠
井
が

､

｢

取

締
+

に

佐

藤
良
助
(

良

輔
)

お

よ

び

野
上

謙
三

(

謙
蔵
)

が

選

任
さ

れ

た
｡

佐

藤
も

野
上

も

旧

萩

藩
士

族
で

あ
っ

た
｡

社
名

も

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社
+

と

決

定
さ

れ

た
｡

そ

し

て
､

同

月

笠

井
の

名
を

も
っ

て
､

会
社
詔

豆
願
が

山
口

県

令
宛
に

提
出
さ

れ
､

こ

れ

に

対

し
て

翌

月
三

日

付
を

も
っ

て

設

立
が

認

可
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

会
社

撃
些
唄
の

株
主
に

つ

い

て

述
べ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

は

明
ら

か

で

な
い

｡

し
た

が

っ

て
､

明

治

一

五

年
(

一

八

八
二
)

お

よ

び

同
一

七

年
(

一

八

八
四
)

.
の

株
主

に

っ

い

て
､

姓
名

･

族
籍

･

旧

所

属
藩

･

出

資
公

債
証

書
の

種

類
･

持
株
数
な

ど

を

み

る

こ

と

と

す
る

｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

墾
止

当

時

の

珠
主
に

関

す
る

事
情
を

推
測
す

る

こ

と

が

で

き
る

で

あ

ろ

う
｡

さ

て
､

明

治
一

五

年
(

一

八

八
二
)

八

月
二

四

日

現

在

の

株

主

の

(

1
)

姓
名

･

族
籍

･

旧

所
属
藩

な
ど

は
､

次
の

通

り

で

あ
っ

た
｡

姓

名

族

籍

旧

所
属
藩

住ぎ

住
所
お

よ

び

そ

の

地

名
変
遷

所
(

明

治
八

･

九

年
頃
)

明

治
二

二

年
現

在
の

地

名

昭

和
三

一

年
現
在

阿

部

真

一

第
一

〇
大
区

第

九
小

区

山
口

県
吉
敷
郡
上

宇

野
令
村

山
口

市
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一 橋論叢 第 五 十 九巻 第 六 号 ( 5 2 )

糸 石 石 井 引 生 井 市 林 波 布 古 福 福 福 藤 藤 藤 江 海 道 別 粟 粟 剛 赤

田 多
施 川

井
原 田

田
田 村 村

老
家 府 屋 屋 武

の

川
賀 津

栄
上

頭 田
原

川
万 野 忠 新 名

閑 寂 左 祐 純 清 樹 和
清 竜 次 巷 正

次
与 英 源

信
清 功 嘉 韻 之 又

衛
歳 三 門 昌 一 貞 閑 水 多 忠 介 蔵 郎 輔 二 郎 次 次 助 一

書 売 介 祐 介 七

士 士 士 士 士 不 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 不 士 士

族 族 族 族 族 詳 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 詳 族 族

旧
旧

同 同 同 同 萩 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 萩

藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 薄 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩

第 第 同 第 第 同 第 第 第 第 第 第 第 第 同 第 第 同 第
一 不

○ 九 0 0 0 五 二 ○
一

九 0 0 0 0 0

大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大

区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 【基 区 区 区 区 区 区

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
一 詳

旧

同 萩

藩 藩

同 同 同 同

1夏 区 区 区

第 第 第 同

七 六
一

六
一

六
一

八 八 六
一

六 二 一 七 九 丁

小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小

区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

○ 七
一 ○ 二

/卜 ′卜 小 小 小

同 軍

○
大

区 区

第 第

七
一

小 小

区 区

同同
■

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

県
同
郡
上

宇
野
令
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
同
郡
宮
野
村

県
阿
武
郡
椿
郷

東
分
村

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
佐
波

郡
佐
波
村

県
吉
敷
郡
小

郡
村

県
阿
武
郡
六

島
村

県
厚
狭
那
須
恵
村

県
熊
毛

郡
平
生

村

県
阿
武
郡
萩
町

県
同
郡
椿
郷

東
分
村

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
阿
武

郡
椿
郷

東
分
村

県
同
郡
萩
町

県
佐
波
郡
西
浦
町

県
阿
武
郡
萩
町

県
同
郡
同
町

県
同
郡
同

町

県
同
郡
同
町

県
同
郡
同
町

同

県
阿
武
郡
萩
町

同

県
同

郡
同
町

山
口

県
吉
敷
郡
山
口

町

同同同同

市市市
｢
[

ド

廿

秋

市

同

市

山
口

市

同

市

仲

秋

市

山
口

市

岡

〕

巾

萩

市

山
口

]

巾

防
府
市

吉
敷
郡
小

郡
町

小

秋

〕

巾

■

小

野
田

市

熊
毛

郡
平
生

町

舟

秋

市

同

市

山
口

市

小

秋

市

岡
.
市

防
府
市

萩

市

βββ



( 5 3 ) 士 族 就 度 会 杜 と して の ｢ セ メ ン ト製 造会 社+ 設 立 頃の 株 主

国 口 河 神 郷 近 駒 小 児 児 小 小 木 木 河 河 河 勝 片 笠 兼 神 伊 伊 伊 糸

司 羽 野 代 代三藤 井 嶋 玉 玉 林 林 梨 梨 村 口 内 問
山 井 常 田

藤
藤 藤 賀

田 太
順 良 次 弥 兼 清 熊 順 義 チ 得 秀 信 金 亦 素 庸 亥 順

一

弘 直
次

経 フ 外

正 介 郎 古 人 石 大 介 雄 七 三 知 一 一

介
一

平 稔 輔 八 介 介 郎 介 キ 衛

士 士 士 士 士 士 士 士･ 士 士 士 士 士 士 不 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士

族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族

旧

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 萩

薄 藩 藩 藩 藩 津 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩

詳 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩

同･ 同 第 第 第 第 第 第 同 第 第 同 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 同 同
■一

････････
一

････--一
一

■一
一

-･▼--一 ･････････
一

････････ 一

･･｢▼････
一

0 0 八 0 0 0 0 九 0 0 0 三 0 0 0 0 0 0 二 ○⊥

__
L l

▲大 大 大 大 大 大 大 夫 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
‾■‾ 〉 ､ J ‾‾‾‾ ) )

＼
J ) ＼ J ＼ J ‾一一

)

区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区
同 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 同 第

区
第

一
一

小

区 区

九 九 二 一

八 九 一

六 五 四
一

八 九 九
一

四 八 二 0 0 一 二
小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小
区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

/ト

区

県
同
部
同

町

県
同
郡
同

町

県
吉
敷
郡
宮

野
村

県

厚
狭
郡
須
恵
村

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
阿
武
郡
萩
町

県
吉
敷
郡
宮
野
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
吉
敷
郡
大
内
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
厚
狭
郡
船
木
村

県
吉
敷
郡
上

宇
野
令
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
同

郡
大
内
村

県
佐
波
郡
三

田

尻
村

県
阿
武
郡
椿
郷

東
分
村

県
同
郡
萩
町

県
吉
敷
郡
上

宇
野
令
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
吉
敷

郡
山
口

町

県
美
祢
郡
綾
木
村

県
吉
敷
郡
上

宇
野
令
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
同

郡
同
町

県
同
郡
同

町

同 同 萩

市 市 市

山
口

市

小

野
田

市

山
口

市

萩

市

山
口

]

巾

仲

秋

市

吉

敷
郡
大
内
町

萩

市

厚
狭
郡
楠
町

山
口

市

萩

市

山
口

市

吉
敷
郡
大
内
町

防
府
市

萩

市

同

市

山
口

市

萩

市

山
口
]

巾

美
祢
郡
美
東
町

山
口

市

諒

悶
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一 棟論叢 第 五 十 九 巻 第 六 号 ( 5 4 )

中 中 中 中 内 内 内 長 永 村 村 宗 官 三 三 光 三 松 松 正 桑 革 黒 蔵 国 国

山
村 村 村

藤
藤 藤 屋 久 田芸笠原 輸 浦 田 戸 田 原 木 原

刈 瀬 田 行 司

清 二 千 左 恭 又 与 乙 更 次
正 式 芳 和 政 賀 純 基 隆 正 秋 改 野

明 輔 艮 俣 刷 平 輔 輔
一 一 望郎 売 次 介 介 的 助 平 介 売

一 二 輔 介 書
き

士 士 士 士 士 不 士 士 士 士 土石平士 士 士 士

族 族 族 族 族

旧

同 同 同 同 萩

藩 藩 藩 藩 藩

不 士一士 士 士 士 士 士 士 士

詳 族 族 族 族 族△民 族 族 族 族 詳 族 族 族 族 族 族 族 族 族

旧 旧

同 同 同 同 萩 同 同 同 萩 同 同 同 同 同 同 同 同 同

藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩

不

詳

第
二

〇
大
区

第

七

小

区

第
一

〇
大
区

第
一

一

小

区

第
二

〇
大
区

第

二
小

区

同

区

第
一

二

小

区

第
一

〇
大
区

第

四

小

区

同同同同

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
阿
武
郡
萩
町

県
同
郡
椿
郷

西
分
村

県
吉
敷
郡
大
内
村

山
口

県
阿
武
郡
萩
町

吉 岡 萩 山 萩

栗市 市 市 市
口

大
内
町

同 同 同 第 第 同 第 第 第 第 同 同 同 同 第 同 第 同 同 同

尖実 実美実美 采 采
区 区

第 第

ノ♪ 小

区 区

区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

○
一 二 九

一 九 六 ○ 六 七 九 七 六
一 九

一 ○ 九

小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小

区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

県
同
郡
同
町

県
同
郡
同
町

県
同
郡
同
町

県
吉
敷
郡
上

宇
野
令
村

県
同
郡
山
口

町

県
阿
武
郡
椿
郷

東
分
村

県
同
郡
萩
町

県
同
部
同
町

県
同
郡
同
町

県
同
郡
椿
郷

東
分
村

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
阿
武
郡
椿
邪

東
分
村

県
厚
狭
郡
船
木
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
同
郡
同
町

県
吉

敷
郡
仁
保
村

県
阿
武

郡
萩
町

県
同
郡
同
町

県
同
郡
椿
郷
西
分
村

県
同
部
萩
町

同 同

市 市

山
口

一

巾

萩

市

厚
狭
郡
楠
町

萩

市

同

市

吉
敷
郡
大
内
町

萩

市

同

市

同萩同同同同

山

巾
]

巾
山

巾市市
]

巾

山 岡 同 同
口

市 市 市 市
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( 5 5 ) 士 族 就産 会 社 と し て の ｢ セ メ ン ト 製 造 会 社+ 設 立頃 の 株 主

末 末 末 周す

進上重 重 渋 佐 作 佐 斉 大 大 大 御 岡 岡 岡 乃 野 野 野 西 西 根
波

永 国 広 田
だ

富 富
谷

藤 間 賀 谷
野

橋 座 田

嘉 一 常 澄
十

与 退 良 政 左 豊 正 二 信 和 伊雲治
美

≡羞≡冨順芸又 音

衛
忠 平 雄 蔵 六 三 三 勝 輔 平 門 作 三 郎 一

貴 助 郎 助 宜 介 三 衛 邦 大 祐

士 士 不 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士

族 族 詳 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族

旧

同 萩 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

港 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 津 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩

第 第 第 同 第 第 第 第 第 第 第 同 第 第 第 同 第 第 第 同 第 第 第 第 第
二 一 二 不

一 二

0 0 0 八 0 0 八 ○ 一 0 0 二 0 0 0 二 0 0 0 0 0
大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

詳 一

四 ○ 七 二 一 二 ○
一

九 五 四 ○ 二 一 九 ○ 九 九 九 一 ○ 九 九 一

九
小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小
区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

同

県
阿
武
郡
萩
町

同

県
吉
敷
郡
山
口

町

山
口

県
阿
武
郡
萩
町

同

県
吉

敷
郡
上

宇
野
令
村

同

県
阿
武
郡
萩
町

同

県
同
郡
同
町

同

県

厚
狭
郡
船
木
村

同

県
吉
敷
郡
上

宇
野
令
村

同

県
阿
武
郡
萩
町

同

県
同
郡
同
町

同

県
吉
敷
郡
上

宇
野
令
村

同

県
厚
狭
那
須
恵
村

同

県
阿
武
郡
椿
郷

西
分
村

同

県
同
郡
萩
町

同

県
吉
敷
郡
大
内
村

同

県
同
郡
秋
穂
二

島
村

同

県
同
郡
上

宇
野
令
村

同

県
美
祢
郡
大
田

村

同

県
音
数
郡
山
口

町

同

県
阿
武
郡
川
上

村

同

県
美
祢
郡
大
田

村

同

県
同
郡
綾
木
村

同

県
阿
武
郡
萩
町

同

県
吉
敷
郡
山
口

町

同

県
阿
武

郡
紫
福
村

音
数
郡
大
内
町

山
口

市

同

市

美
祢
郡
美
東
町

山
口

市

阿
武
郡
川
上

村

美
祢
郡
美
東
町

同
郡
同
町

萩

市

山
口

山

巾

阿
武
郡
福
栄
村

同 萩 小 山 岡
野 口

萩

市 市 田 市 市 市
市

萩

市

同

市

厚
狭
郡
楠
町

山
口

市

山 萩

市

口
一

巾

萩

市

山
口

山

巾
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一 橋論叢 第五 十 九 巻 第 六号 ( 5 6 )

山 山 山 山 山 山 山 脇 宇 宇 上 上 上 俊 田 田 田 田 田 武 高 高 田 田
た

鈴 杉

根 根 本 川 口 田 田
佐

野 山 田 田 成 中 中
中

中 中 光 洲 洲
上

門
ど

木

艮 半 陽 久 俊 藤 春
省岩英 汚 喜 一

梅 清 作 益 十 信 正 謙 患 達
善

●

助 菟 三 助 助 助 三 三 介 彦 也 助 雄 槌 音 一 実 三 造 雄 輔 三 競 一 雄 一

士 士 士

族 族 族

士 不 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 不 士 士 士 士 不 士

族 詳 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 詳 族 族 族 族 詳 族

旧 旧 旧

同 同 同 萩 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 萩 同 同 同 萩 同

港 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 滞 藩

第
二

〇

大
区

第
一

一

大
区

第
一
二

小
区

第
二

〇

大
区

第

六

小
区

同 第 第 第 第 同 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 同 同

｢〕
･ 二 ○ 九 O C } ○ 九 二 ○ 二 0 0 0 九

大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

七 一 一

九 五 六 九 九 九 五 一 六 一 六 ○ 六 七 一 七

小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小
区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区

第
一

〇
大
区

第
一

一

小
区

第

九

大
区

第

六

小
区

第
二

〇
大
区

第
一

一

小
区

同

区

同

区

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
佐
波
郡
佐
波
村

県
阿
武
邪
萩
町

県
同
郡
同
町

県
同
郡
同
町

県
同
郡
同
町

県
佐
波
郡
佐
波
村

県
阿
武
郡
梅
郷

東
分
村

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
阿
武
郡
椿
郷
東
分
村

県
厚
狭
郡
須
恵
村

県
阿
武
郡
椿
郵
東
分
村

県
厚
狭
郡
須
恵
村

県
佐
波
郡
三

田

尻
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
音
数
郡
上

宇
野
令
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
同
郡
椿
郷
東
分
村

県
佐
波
郡
三

田

尻
村

県
阿
武
郡
萩
町

県
厚
狭
郡
厚
南
村

県
吉
敷
郡
山
口

町

県
同
郡
吉
敷
村

県
阿
武
郡

県
吉
敷
郡
井
関
村

県
阿
武
郡
椿
郷

東
分
村

山
口

市

萩

市

同

市

防
府
市

萩

市

宇
部
市

山
口

市

同

市

阿
武
郡

吉

敷
郡
阿
知
須
町

萩

市

萩 防 小 萩 小 萩
府 野 野

市 市 田 市 田 市
市 市

山
口

市

防
府
市

萩

市

同

市

同

市

同

市

防
府
市

萩

市

山
口

市
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( 5 7 ) 士族 就 度 会 社 と して の ｢ セ メ ン ト製 造 会 社+ 設 立 頃 の 株 主

計 湯 吉 芳 書 吉 吉 矢

浅 岡 村 田 田 田 野

三 真 宗 知 右 惟 佐 清
八

人 吾 輔 一

一 一 一

介

士 士 不 士 士 不 士

族 族 詳 族 族 詳 族

旧 旧 旧

同 萩 同 萩 萩

藩 藩 藩 藩 藩

第
一

〇
大
区

第

二
小

区

第
二

〇

大
区

第

七

小

区

同

区

第

九

小

区

第
一

〇
大
区

第

九

小

区

不

詳

第
二

〇
大
区

第
一

二

小

区

同

区

第
一

一

小

区

山

口

県
吉
敷
郡
山
口

町

同

県
阿
武
郡
萩
町

同

県
同

郡
同

町

同

県
吉

敷
郡
上

宇
野
令
村

山
口

市

萩

市

同

市

山
口

市

前
｡

朋
醐
悶

悶
郷

西
分
村

前

約

右
の

秩
圭

一

覧
表
は

､

明

治

一
五

年
(

→

八

八
二
)

.
八

月
二

四

日

付

で

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社
+

が

山
口

県
庁
の

勧
業
課
へ

提
出
し

た

株
主

姓
名

表
の

控
に

殊
主
の

族
籍

･

旧

所

属
渚
な

ど

を

加
え
て

作
成
し

た

も
の

で

あ

る
｡

株
主

絵
数

一

三

八

人
の

う
ち

､

族
籍
が

判
明

し

た

も
の

は

二

〓
ハ

人

で

あ

り
､

こ

の

う

ち

三
五

人

が

士

族
､

一

人
が

平
民

で

あ
っ

た
｡

こ

の

場
合

､

士

族
珠
主

は
､

波

多

野
和

忠
の

よ

う
な

士

族
(

戸

主
)

の

子

弟
を

も

含
む

も

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

一

二

五

人
の

士

族
は

す
べ

て

旧

萩
藩
士

族
で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

平

民
の

抹
主

は

宗
像
直

次

郎
で

あ
っ

た
｡

彼
が

広

義
の

士

族
に

属

す
る

旧

萩

藩

臣
で

あ
っ

た

可

能
性
が

な
い

と

は

い

ぇ

な
い

が
､

明

ら
か

で

な
い

｡

ま

た
､

彼
は

平

民
で

あ
っ

て

も
､

金

禄
公

債
証

書
を

所
有
す

る

こ

と

は

可

能
で

あ
っ

た
｡

す

で

に

禄

別
の

廃
止

に

伴
っ

て
､

明

治
一

一

年
(

六
七

八
)

七

月
か

ら

金

禄

公

債
証

書
の

交
付
が

開

始
さ

れ
､

同

年
九

月

に

は

同

証

書
の

質

入
･

売

買
な

ど
が

政

府
に

よ
っ

て

許

可
さ

れ

た

か

ら
で

あ

る
｡

族

籍
不

詳
の

珠
主

は

二

大
で

あ

る

が
､

笠

井
が

株
主

を

旧

萩
藩
士

族
に

も

と

め

る

方

針
で

あ

っ

た

と

考
え

ら

れ

る

こ

と

か

ら

す
れ

ば
､

こ

れ

ら
の

株
主
あ

る

い

は

そ

の

多
く
が

旧

萩
藩
士

放
で

あ
っ

た

か

と

も

思
わ

れ

る
｡

い

ず
れ

に

し
て

も
､

株
主

絵

数
一

三

八

人
の

う

ち
一

二

五

人
が

士

族
で

あ
っ

た

こ

と

が

明

ら
か

な
こ

と
､

し

か

も

そ

れ

ら
が

す
べ

て

旧

萩
藩
士

族
で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る

こ

と
の

み

か

ら
で

も
､

株
主
の

大

部
分
は

旧

萩
藩
士

族

で

あ
っ

た

と

い

う

こ

と

が

で

き
る

｡

と

こ

ろ

で
､

明

治

二
二

年
(

一

八

八

〇
)

九

月

深

川
工

作
分

局
へ

派

遣
さ

れ

た

五

人
の

職
工

見

習
の

う
ち

波

多
野
和

忠
､

駒
井
熊
太

､

ま

た

同

年
の

軟
か

ら

煉
瓦

窯
の

築
造
に

従

事
し

た
■
村
田

謙

治
､

さ

ら
に

､

明

治
一

四

年
(

一

八

八

こ

三

月
の

創
立

脚



一

橋 論叢 第 五 十 九巻 第六 号 ( 5 8 )

総
会
に

お

い

て

｢

社
長
+

に

選
任

さ

れ

た

笠

井
帽
八

､

｢

取

締
+

に

選

任
さ

れ

た

佐

藤
良

輔
お

よ

び

野
上

謙

蔵
の

名
は

株
主
の

う
ち

に

み

ら
れ

る

が
､

明

治
一

二

年
(

一

八

七

九
)

以

来

笠

井
と

と

も

に

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社
+

の

設
立
に

尽

力
し
て

き

た

荒
川

佐

兵

衛

の

名
が

､

抹
主
の

う
ち
に

み

ら
れ

な
い

｡

荒
川

は
､

創
立

総
会

開

催
当

時
か

ら

株
主
に

は

な

ら

な
か

っ

た

も
の

と

思

わ

れ

る
｡

彼
は

､

禄
制
廃
止
に

と

も

な
っ

て
､

七

分

利
付

金

禄
公

債
証

書
五

四

〇

円

(

株
主

一

覧
表
)

(

2
)

を

交
付

さ

れ

た

の

で

は

あ

る

が
｡

と

こ

ろ
で

､

明

治
一

五

年
(

一

八

八
二
)

八

月
二

四

日

現
在
の

株

主
一

覧
表
で

は
､

各
株
主
の

持
株

数
お

よ

び

出
資
公

債
証

書
の

種

類
が

明

ら

か

で

な
い

｡

し
た

が
っ

て
､

明

治
一

七

年
(

一

八
八

四
)

一

月
一

七

日

現

在
の

株
主
に

つ

い

て
､

こ

れ

ら

を

み

る

こ

と

と

す

(

3
)

る
｡

次

の
一

覧
表
が

そ

れ

で

あ

る
｡

な

お
､

こ

の
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金
古
曾
町

阿
武
郡
江

向
村

同
郡
椿
郷

西
分
村

厚
狭
郡
西
須
恵
村

阿
武
都
堀
内
村

吉
敷
郡
後
河

原
町

同
郡
御
堀
村

阿
武
郡
南
古

萩
町

吉
敷
郡
上

宇
野
今
村

熊
毛

郡
窒
積
村

吉
敷
郡
馬
場
殿
小
路
町

阿

武
郡
江

向
村

厚
狭
郡
船
木
村

同
郡
椿
郷
東
分
村

音
数
郡
山
口

町

阿
武
郡
萩
町

厚
狭
都
高
千
帆
村

阿
武
郡
萩
町

同
郡
同
町

厚
狭
郡
須
恵
村

阿
武
郡
萩
町

同
郡
同
町

吉
敷
郡
山
口

町

阿
武
郡
萩
町

同
郡
同

町

同
郡
同

町

吉
敷
郡
山
口

町

阿
武

郡
萩
町

同
郡
椿
郷

西
分
村

厚
狭
郡

須
恵
村

阿
武
郡
萩
町

吉
敷
郡
山
口

町

同
郡
大
内
村

阿
武
郡
萩
町

吉
敷
郡
上
宇
野
令
村

熊
毛
郡
宝
磯
村

吉
敷
郡
山
口

町

阿
武
郡
萩
町

厚
狭
郡
船
木
村

同

市

山
口

+

巾

同 萩 小 同 萩 小 萩
野 野

市 市 田 市 市 田 市
市 市

山
口

市

萩

市

同

市

同

市

山
口

一

巾

萩

市

同

市

小

野
田

市

萩

市

山
口

市

青
紫
郡
大
内

町萩

市

山
口

市

光

市

山
口

]

巾

萩

市

厚
狭
郡
榛
町
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一 橋 論叢 第 五 十 九 巻 第 六 号 ( 6 2 )

岡

謙

助

岡

孫
太

郎

岡

田

伊

助

御

座

和

貴

大

橋

信
一

大
野
音
三

郎

大

谷

正

三

斉

賀

豊

佐

渡

又

走

衡
門

高 田 田
七

鈴 杉 杉 末 末 末 周
ナ

白 進上重 重 渋 佐 作

洲 上 門
ど

木 永 国 広 田
だ

井 富 富 谷 藤 間

謙 患 達 善 嘉
一

常 澄 十 与 退 陽 政

三 競 一 雄 一 藤 忠 平 雄 蔵 梅 六 三 三 勝 三 平

士 士 士 不 士 不 士 士 不 士 不 士 士 士 士 不 士 士 不 士 士 士 士 士 士 平

族 族 族 詳 族 詳 族 族 詳 族 詳 族 族 族 族 詳 族 族 詳 族 族 族 族 族 族 民

同 同 萩 萩 同 萩 萩 同 同 同 萩 同 萩 同 同 同 同 同 萩

藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 幕 藩

○ 七 六 五 六 ○ 二 ○ 五 三 二 ○ 二 0 0 0 0 六 ○ 二 ○ 六
一

六 六 ○

同同同
六

分
利
付

金
禄
公

債
証

書

七

分
利
付

金
禄
公

債
証

書

同同同
七

分
利
付
金
禄
公

債
証
書

同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同六

分
利
付

七

分
利
付

同同不

詳
七

分
利
付

同不

詳
七

分
利
付

同六

分
利
付

七

分

利
付

不

詳

七

分
利
付

不

詳

七

分
利
付

同不

詳

七

分
利
付

不

詳

七

分
利
付

六

分
利
付

同

不不 不 不 不
一

不
一 二 三 詳 四 詳 三 七 詳 一▲ 詳 九 二 六 八 詳 五 八 詳 六 六 九 二 五 三

○ 六 三 八 九 三 七 四 六 三 八 九 六 四 八 四 六 三 五 二

五 五 五 0 0 〔〕 C } ○ 五 0 0 五 ○ (⊃ 五 ○ 五 五 五 五

吉

敷
郡
上
宇
野
令
村

同
郡
同
村

阿
武
都
南
古
萩
町

同
郡
平
安
古
町

吉
敷
郡
上
宇
野
令
村

厚
狭
郡
西
須
恵
村

阿
武
郡
椿
郷
西
分
村

吉
敷
郡
上

宇

野
令
村

吉
敷
郡
御
堀
村

同
郡
秋
穂
二

島
村

同
郡
上

宇
野
令
村

同
郡
八

幡
馬
場
町

同
郡
米
殿
小

路
町

同
郡
同

町

美
祢
郡
太
田

村

吉
敷
郡
上

宇
野
今
村

美
祢
郡
綾
木

村

阿
武
郡
川

島
村

吉
敷
郡
今
小

路
町

阿
武
郡
江

向

村

厚
狭
郡
船
木
村

同
郡
同
村

佐
波
都
東
佐
波
令
村

阿
武
郡
江

向

村

同
郡
平

安
古
町

同
郡
川

島
村

吉
敷
郡
上

宇
野
令
村

同
郡
同
村

阿
武
郡
萩
町

同
郡
同
町

吉
敷
郡
上
宇
野
令
村

厚
狭
那
須
恵
村

阿
武
郡
椿
邪
西
分
村

吉
敷
郡
上
宇
野
令
村

吉
敦
郡
大
内
村

同
郡
秋
穂
二

島
村

岡
郡
上

宇
野
令
村

同
郡
山
口

町

同
郡
同
町

同
郡
同
町

美
祢
郡
太

田

村

吉
敷
郡
上

宇
野
令
村

美
祢
郡
綾
木
村

阿
武
郡
萩
町

吉
敷
郡
山
口

町

阿
武
郡
萩
町

厚
狭
郡
船
木
村

同
郡
同
村

佐
波
郡
佐
波
村

阿
武
郡
萩
町

同
郡
同
町

同
郡
同
町

冨冨芸驚喜薫芸岩芸
町

委員
町

蛮冨冨冨冨岩
町

嚢岩芸崇岩冨芸冨買口

町 町 東 東 内 市
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( 63 ) 士 族 就 産 会社 と して の ｢ セ メ ン † 製 造 会 社+ 設 立 頃 の 株 主

吉 矢 山 山 山 山 山 山 脇 字 宇 上 上 上 俊 富 俵 俵 俵 田 田 田 田 田 武 高

富冨慧葦歪父還芸省歪芸浣豊里霊還曇罠曇芸完
中

豊三芸翌
一 介 助 売 三 助 介 助 三 介 彦 也 行 雄 槌 三 衛 平 衛 吉 一 実 三 道 雄 輔

不 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 不 士 士 士 士 不 士 士 士 士 士 士 不 士

詳 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族 詳 族 族 族 族 詳 族 族 族 族 族 族 詳 族

同 同 同 同 萩 同 同 同 同 萩 同 萩 同 同 同 同 萩 岡

津 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 藩 幕 藩 藩 藩

○ 二 ニ セ ○ 五 五 六
一

四 0 0 五 ○二四 ○ 三 八 八 五 ○ 一

同同同同同同同同同同同

■

同同同

一

剖
利
付

金
禄
公
債
証
書

七

分
利
付

金
禄
公

債
証
書

同同同同同同同同同同

七

分
利
付

不

詳
七

分
利
付

同六

分
利
付

七

分
利
付

同同 同 同 七 不 同
分 詳
利
付

不 同 同 同 同 同 同 同 同 同 七 六 不

詳 分 分 詳
利 利
付 付

九
四
∩
〕

不

詳六

九
五

四

五

五

一

二

六
五

三

六
五

三
一

五

二

六
五

不

詳七

八
五

三

八

〇

四

九
〇

六

四

〇

一

一

五

一

二

六

五

六

四

〇

六

五

五

四

四

〇

三
一

五

三

七

五

一

四

〇

九

四

〇

四

四

〇

三
一

五

八

六

C

不

詳

佐
波
郡
西
佐
波
令
村

同

郡
宮
市
町

阿
武
郡
椿

皿

甲
東
分
村

吉

敷
郡
堅

小

路
町

阿
武
郡
椿
郷
東
分
村

厚

狭
郡
東
須
恵
村

吉
敷
郡
上
宇

野
令
村

厚

狭
郡
小

串
村

同

郡
同
村

同
郡
同

村

同

郡
同
村

同

郡
西
須
恵
村

佐
波
郡
三

田

比
村

阿
武
都
椿
郷
東
分
村

吉
敷
郡
上
宇
野
令
村

阿
武

郡
堀
内
村

同

郡
椿
郷

東
分
村

佐

波
郡
三

田

尻
村

厚
狭
郡
西
須
恵
村

玖
珂

郡
錦
見
村

吉

敷
郡
吉
敷
村

同
郡
御
堀
村

同
郡
金
古
曾
町

阿
武
郡
椿
郷
東
分
村

吉

敷
郡
松
ノ

木
町

同
郡

野
田

町

佐
波
都
佐
波
村

同

郡
同
村

阿
武
郡
椿
部
東
分
村

吉
敷
郡
山
口

町

阿
武
郡
椿
郷
東
分
村

厚
狭
郡
厚
南
村

吉
敷
郡
上

宇
野
今
村

厚
狭
郡
宇
部
村

同
郡
同
村

同
郡
同
村

同
郡
同
村

同

郡
貌

恵
村

佐
波
郡
三

田

尻
村

阿
武
懲
椿
郷
東
分
村

吉
敷
郡
上

宇
野
今
村

阿
武
郡
萩
町

同
郡
梅
郷

東
分
村

佐
波
郡
三

田

尻
村

厚
狭
郡
須
恵
村

玖
珂

郡
岩
国
町

吉
敷
郡
音
数
村

同
郡
大
内
村

同
郡
山
口

町

阿
武
郡
椿
郷
東

分
村

吉
敷
郡
山
口

町

同
郡
同
町

防
府
市

同

市

萩

市

山
口

一

巾

萩

市

宇
部
市

山
口

市

宇
部
市

同

市

同

山

巾

同

市

小

野
田

市

防
府
市

萩

市

山
口

市

萩

市

同

市

防
府
市

小

野
田

市

岩
国
市

山
口

市

吉
敷
郡
大
内

町山
口

市

萩

市

山

口

市

同

市
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一 橋論叢 第五 十 九巻 第 六 号 ( 6 4 )

場 吉 芳 苦 吉

浅 岡 村 田 田

真 宗 知 右 惟

吾 輔 一 一 一

士 士 不 士 士

族 族 詳 族 族

同 萩 同 萩
藩 藩 藩 藩

三 二 ○ 二 六

同 同 同 同 同

七

分
利
付

同不

詳

七

分
利
付

六

分
利
付

四

五

五

九
四

〇

不

詳三

三

五

一

二

六

五

曇葺曇冠堅
琵琶告

村
毒

村 今
村

雲量罠胃壁
町

登呂
村
毒

村 今
村

同 萩 同 同 同

市 市 市 布 市

6 ∂4

株
主
総
数

一

四

六

人

(

但
し

､

同

盟

会
総

代

笠

井
傾

八

を

除
く
)

株
式
総
数

一

一

四

三

珠

右
の

株
主

一

覧
表
は

､

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社
+

の

視

察

な

ど

の

た

め

山
口

へ

出
張
し

て

き

た

農
商
務

省
書
記

官
奥
清
助
に

対

し

て
､

同

社
が

明

治
一

七

年
(

一

八

八
四
)

一

月
一

七

日

付
で

提
出
し

た

｢

枚
数

及

株
主

姓
名

記
+

の

控
に

出

資
公

債
証

書
の

種
類
な

ど

を

加
え
て

作
成

し
た

も

の

で

あ

る
｡

｢

株
数
及

株
主

姓

名

記
+

に

ほ
､

株
主
の

姓
名

･

持
株
数

･

住
所
が

記
載
さ

れ

て

い

る

の

み

で

あ

る
｡

さ

て
､

各
株

主
の

出
資
公

債
証

書
の

種
類
お

よ

び

持
株
数

と

関
連
し
て

､

出
資
公

債
証

書
の

種
類
別

株
主

数
お

よ

び

種
類
別

株
式

数
を

み

る

こ

と
と

す
る

｡

そ

れ

ら

は
､

七

分

利
付

金

禄
公

債

証

書
一

三

二

人
･

一

､

0

〇
一

株
､

六

分

利
付

金

禄

公

債

証

書
一

三

人
･

一

一

四

珠
､

一

剖
利
付

金

禄
公

債
証

書
二

人

二
一

四

株
､

金

札

引

換
公

債
証

書
一

人
･

四

株
で

あ

っ

た
｡

出

資
は

､

主
と

し

て
､

七

分

利
付

金

禄
公

債
証

書
に

よ

っ

て

行
わ

れ

た

わ

け
で

あ
る

｡

と

こ

ろ

で
､

こ

の

場
合

株
主

数
の

総
計
は

一

四
八

人
と

な
る

が
､

こ

れ

は

笠

井
順
八

の

出
資
公

債
証

書
が

七

分

利
付

金

禄
公

債
証

書

と

金

札

引

換
公

債
証

書
と

の

二

種

類
で

あ
っ

た

こ

と
､

お

よ

び

木

梨
信

一

の

そ

れ

が

七

分

利
付

金

禄
公

債
証

書
と

六

分

利
付

金

禄
公

債
証

書

と
で

あ
っ

た

こ

と

に

よ

る
｡

な
お

､

公

債
証

書
の

額
面

金

(

4
)

額
と

株
式
金

額
(

一

株
五

〇

円
)

と
の

関
係
は

､

七

分

利
付

金

禄
公

債
証

書
額
面
五

〇

円
､

六

分

利
付

金

禄
公

債
証

書
額
面
六

〇

円
､

一

割

利

付

金

禄
公

債
証

書
額
面
四

〇
円

､

金

札

引

換
公

債
証

書
額

面
五

〇

円
が

､

そ

れ

ぞ

れ
一

抹
と

さ

れ

た
｡

金
札
引

換
公

債
証

書

は

六

分

利
付
で

あ
っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

そ

の

額
面
六

〇
円

で

な

く

て

五

〇

円
が

一

株
と

さ

れ

た

理

由
は

､

明

ら
か

で

な
い

｡

ま

た
､

一

覧
表
に

お

い

て
､

出
資
金

禄
公

債
証

書
の

種
類
と

下

付
さ

れ

た

金

禄
公

債
証

書
の

そ

れ

と

が

こ

と

な

る

場
合

､

お

よ

び

両

者
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が

同
一

で

あ
っ

て

も

出
資
金

禄
公

債
証

書
の

額
が

下

付
さ

れ

た

金

禄
公

債
証

書
の

そ

れ

よ

り

も

大
き
い

場
合
が

あ

る

が
､

こ

れ

ら
は

い

ず
れ

も
､

株
主
が

金

禄
公

債
証

書
を

買
入

れ

て

出

資
し
た

こ

と

に

よ

る

も

の

と

思

わ

れ

る
｡

以

上
､

明

治
一

五

年
(

一

八

八
二
)

八

月
二

四

日

現

在
の

抹
主

に

つ

い

て

姓
名

･

族
籍

･

旧

所

属
藩
な

ど

を
､

ま

た

同
一

七

年
(

一

八

八

四
)

一

月
一

七
日

現

在
の

株
主
に

つ

い

て

各
株
主

の

出

資
公

債
証

書
の

種
類
お

よ

び

持
株
数
な

ど

を

み

る

と

と

も

に
､

こ

れ

に

ょ
っ

て
､

株
主
の

大

部
分
が

旧

萩
藩
士

族
で

あ
っ

た

こ

と
､

出

資

公

債
証

書
の

中
心
が

七

分

利
付

金

禄
公

債
証

書
に

あ
っ

た
こ

と

な

ど
が

明

ら
か

と

な
っ

た
｡

こ

れ

ら
の

こ

と

は
､

設
立

頃
の

株
主
に

つ

い

て

も
み

ら
れ

た

こ

と

だ

と
い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

(

1
)

本

表
は

､

山

口

県

庁

勧
業

課
が

明

治
一

五

年

(

一

八

八
二
)

八

月
二

二

日

付
で

､

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社
+

に

対

し

て
｢

株

主

居

住
地

姓
名
等
+

の

届

出
で

を

も

と
め

た

の

に

対

し

て
､

会

社
が

同

月
二

四

日

付
で

提
出
し

た

株

主

の

姓

名

(

韻
語
和
牛

鹿

録

庶

務
課

所
収
)

を
､

ア

ル

フ

ァ

ベ

ッ

ト

順
に

整

理

し
た

も

の

で

あ

る
｡

な

お
､

右
の

｢

鹿

録
+

に

収

め

ら
れ

て

い

る

株
主
の

姓
名

表
に

は
､

居
住

地

は

記

載
さ

れ
て

い

な
い

｡

ま

た
､

こ

の

姓
名

表
は

紙
魚
に

よ

り

損

傷

し

て

い

る

た

め
､

姓

名
は

､

こ

れ

を

｢

朝
関

空
和
牛

出

資
金

禄
公

債

証

書

関

係

庶
務

課
+

(

小

野

田
セ

メ

ン

ト

株

式

会

社

本

社

所

蔵
)

を

参
照

し
て

判

読
し

た
｡

｢

族

籍
+

は
､

｢

都

中
大

略
+

(

山
口

県

文

書

館

所

蔵
)

､

｢

分

限

帳

明

治
三

年
+

(

八

冊
)

(

毛

利

家

文

庫
)

､

｢

仮

分

限

帳

明

治

三

年
八

月
一

日

改
+

(

九

冊
)

(

毛

利

家

文

庫
)

､

｢

秩

禄
処

分
+

(

一

〇

冊
)

(

山
口

県
文

書

館

所

蔵
)

､

｢

士

族

金

禄
調

帳

明

治

八

年
一

一

月
一

日

改

一

覧
草
稿
+

､

覧

同

館

｢

住

所
+

山
口

県
+

(

山
口

県

文

書

館

所

蔵
)

､

｢

旧

長

藩

諸

臣

｢

山

口

県

文

書

館

(

編
)

防
長

風
土

注

進

案

研

究

要

昭

和
四

一

年
+

に

よ
っ

た
｡

は
､

｢

金

禄
券

根

帳

公

債
掛
+

(

六

四

冊
)

に

よ
っ

た
｡

｢

金

禄
券

根
帳
+

の

作
成

時

期
は

明

治
八

年
(

一

八

七
五
)

お

よ

び

同
九

年
(

一

八

七

六
)

頃
で

あ
っ

た

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

か

ら
､

｢

住
所
+

も
こ

の

頃
の

も

の

で

あ
っ

た

と

思

わ

れ
る

｡

な
お

､

山

口

県
下
の

行

政

区

と

し
て

大

区
･

小

区

制

が

と

ら

れ

た
の

は
､

明
治

六

年
(

一

八

七
三
)

六

月

で

あ
っ

た
｡

こ

の

区

制

は
､

明

治
一

一
年

(

一

八

七

八
)

七

月
都

区

町

村

編

制

注
が

太

政

官
か

ら

布

告
さ

れ

る

に

お

よ

ん

で
､

同

年
一

〇

月

に

廃

止

さ

れ

た
｡

し

か

し
､

従

来
の

町

村
は

そ
の

ま
ま

存
続
す

る

も

の

と

さ

れ
た

｡

一

〇

〇

余
の

町

と

六

〇

〇

余
の

村
が

存

在
し

た
｡

こ

れ

ら
の

町

村
は

､

こ

れ

を

小

区

と
の

関

係
に

つ

い

て

み

れ

ば
､

一

小

区
に

複
数
の

町
あ

る

い

は

村
が

属

す
る

瘍
合
が

ほ

と

ん

ど

で

あ
っ

た
｡

し
た

が

っ

て
､

株
主
の

｢

住

所
+

を

明

治
一

五

年
(

一

八

八
二
)

八

月

現

在
の

町

村
名

に

よ
っ

て

示

す
こ

と
は

､

困

難
な

わ

け
で

あ
る

｡

と

こ

ろ
で

､

明

治
二

二

牛
(

一

八

八

九
)

四

月

市

制
お

よ

び

町

村

制
が

実

施
さ

れ
､

従

来
の

町
お

よ

び

村

が

整
理

さ

れ

て
､

二
巾

･

四

町
･

二

二

四

村
と

な
っ

た
｡

こ

れ

ら

の

伽
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市

町

村
に

つ

い

て

は
､

市
は

勿

論
､

町

村
も

ま
た

そ

れ

ら

の

大

部

分

の

も
の

が
､

前

述
の

小

区
の

一

つ

あ

る

い

は
二

つ

以

上

を

含
む

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う

な
理

由
か

ら
､

｢

住
所
+

は
､

こ

れ

を

明

治

二

二

年

(

一

八

八

九
)

現

在
の

地

名
に

よ
っ

て

示

す
こ

と
と

し

た

わ

け

で

あ

る

(

山

口

県

総

務

部

文

教

課

長

福

澄
十

郎

(

編
)

前

場

書

一

七

八
-

一

八

〇
､

一

八
二

､

二

二

三

-
二

一

五

八

頁
)

｡

｢

明

哲
一

二

年
現

在
の

地

名
+

お

よ

び

｢

昭

和
三

一

年
一

月
一

日

現
在
の

地

名
+

は
､

｢

山
口

県

稔
務
部

文

教

課

長
福

澄
十

郎

(

編
)

前
掲
書
+

所

収
の

｢

市
町

村
沿

革
一

覧
+

に

よ
っ

た
｡

｢

所

属
藩
+

に

つ

い

て

は
､

笠

井
は

株

主

を

旧

萩
藩
士

族
に

も

と

め

る

方

針
で

あ
っ

た

と

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る

が
､

本

義
で

は

｢

所

属
藩
+

を

｢

住
所
+

に

よ

っ

て

判
断

す
る

こ

と

と

し

た
｡

明

汚

八
･

九

年
(

一

八

七

五
･

六
)

頃
に

は

自
藩
以

外
は

他

国

で

あ

る

と
い

う

意
識
が

あ

り
､

し

た

が
っ

て

い

わ

ゆ
る

他

国
へ

の

住

所
移

転

は

ほ

と

ん

ど

な
か

っ

た

で

あ

ろ

う
こ

と
か

ら

す
れ

は
､

こ

の

よ

う
な

判

断
は

十

分

可

能
で

あ
る

と

思
わ

れ

る
｡

た

だ
､

株
主
の

う

ち
に

は
､

明

治

八
･

九

年

(

一

八

七
五
･

六
)

頃
山
口

県

吏
で

あ
っ

た

人
々

が

み

ら

れ

る
｡

こ

れ

ら
の

人
々

に

つ

い

て

は
､

｢

住
所
+

か

ら
｢

所

属
藩
+

を

判

断
す

る

こ

と

に

は

問
題
が

あ
る

と

も

考
え

ら

れ

る
｡

旧

萩
藩
以

外

の

四

支

藩
の

士

族
も

､

勤

務
の

都
合

上
､

山
口

県

庁
の

近

く
に

居

住

し

た

可

能

性
も

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

当

時

山
口

県

吏
で

あ
っ

た

人
々

は
､

次
の

通

り
で

あ
っ

た

(

官

員
録

明

治

八

年
三

月

一

五

三

～

一

五

四

頁
｡

官

員
録

明

治

九

年
二

月

一

四

六

モ
一

四

七

頁
)
｡

古

川

竜

蕨
､

石

津
薪
三

､

兼

常

弘

介
､

笠

井
傾
八

､

木
梨

信
一

､

神

代

弥

苦
､

桑

原

売
､

正

木

基

介
､

光
田

和

介
､

長
屋

又

輔
､

中

村

千

甜月
じ

俣
､

西

順
太

､

大

谷

正
三

､

佐

藤

良

輔
､

重

富

退
三

､

進
十

六
､

末

国
一

平
､

田

門

恵
一

､

田

中

清

吉
､

矢

野
清
介

､

吉
田

右
一

､

吉

田

惟
一

の

二

二

人
で

あ
っ

た
｡

こ

れ

ら
の

う

ち

古

川

竜

顔
､

石

津
頗
三

､

神

代

弥

苦
､

中

村
千

俣
､

大

谷

正
三

､

田

中

清

吉
の

六

人
以

外
は

､

旧

藩
の

階

叔

名

あ
る

い

は

士

族
の

等
級

(

明

治

元

年
一

二

月

の

等

般
)

か

ら

み

て

旧

萩

藩
士

族
で

あ
っ

た
こ

と

が

明

ら
か

で

あ

る
｡

階

奴
あ

る

い

は

士

族
の

等

親

は
､

次
の

通

り
で

あ
っ

た
｡

兼

常

弘

介
1

大

組

(

中
土

上

等
)

､

木

梨

信
一

1
大

阻

(

中

土

上

等
)

､

桑

原

売

(

下

士
上

等
)

､

正

木
基

介
-
大

阻

(

中

土

上

等
)

､

光
田

和

介
-

一

え

ん

き

ん

づ

き

代

遠

近

付

(

中
土

上

等
)

､

長

星

又

輔

-
大

観

(

中

土
上

等
)

､

西

順

太

-
一

代

無

給

通

(

下
士

上

等
)

､

佐

藤
良

輔

-
中

土

下

等
､

重

富

退

三

1
三

十

人

通

(

下

士
上

等
)
､

進
十

六

-

大
敵

(

中

土

上

等
)
､

東

国
一

平

-
無

給

通

(

下

士

上

等
)

､

田

門
恵

一

-
無

給

通

(

下

士

上

等
)

､

矢
野

清

介
1
下

士

上

等
､

吉
田

右
一

-
無
給

通

(

下

士

上

等
)

､

吉
田

惟
一

-
無
給

通

(

下

士

上

等
)

で

あ
っ

た

(

分

限

帳

明

治
三

年
｡

仮
分

限

帳

明

治
三

年
八

月
一

日

改
｡

旧

長

落
語

臣
一

覧
草

稿
｡

時
山

繭

八

前

掲

書

二

六

八
-
二

一

七

〇

頁
)

｡

さ

ら

に
､

六

人
の

う

ち

古

川

竜

蕨
､

石

津
顧
三

､

大

谷

正
三

､

田

中

清

書
は

そ

の

｢

住
所
+

(

こ

れ

ら
の

人
々

に

つ

い

て

は

出
身
地

を

意

味

す

る

と

思
わ

れ

る
)

か

ら

み

て
､

旧

萩
藩
士

族
で

あ
っ

た

と

考

え

ら

れ

る
｡

残
る

神

代

弥

吉
お

よ

び

中

村

千

俣
も

､

笠

井
が

株

主
を

旧

萩
藩

士

族

に

も
と

め
る

方

針
で

あ
っ

た

と

考

え

ら
れ

る

こ

と

か

ら
し

て
､

旧

萩

藩
士

族
で

あ
っ

た

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

な
お

､

西

村

成
邦
の
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所

属

藩
は

､

明

治

八
･

九

年

(

一
八

七

五

二
八

)

頃
の

彼
の

住

所
が

判
明

し

な
い

た

め
､

こ

れ

を

笠

井
が

株

主

を

旧

萩

藩

士

族
に

も

と

め

る

方

針
で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る

こ

と

に

よ

る

こ

と

と

し
た

｡

と
こ

.

ろ
で

､

｢

所

属

藩
+

を

｢

住
所
+

に

よ
っ

て

判

断

す
る

場
合

､

｢

山
口

県

捻

務

部

文

教

課

長
福
澄

十

郎

(

編
)

前
掲

書
+

所

収
の

｢

藩

政

時

代

支

藩

及

宰

判
別

地

図

(

幕

末
)

+

を

利

用

し
た

｡

(

2
)

給

禄

帳

第
二

公

債
掛

(

山
口

県

文

書

館

所
蔵
)

｡

(

3
)

本
義
の

｢

氏

名
+

･

｢

持

株

数
+

･

｢

住

所
+

は
､

明

治
一

七

年

(

一

八

八

四
)

一

月
一

七
日

付
の

｢

株

数
及

抹

主

姓

名

記
+

(

瑚
瑚
柵

詣
三

井

録

庶

務

課

所

収
)

に

よ

る
｡

こ

の

｢

株

数
及

株

主

姓

名

記
+

は
､

｢

セ

メ

ン

ト

製

造

会
社
+

視

察

な

ど
の

た

め

に

山

口
ヘ

出

張

し

て

き

た

農

商

務

省

書

記

官
奥

清

助
に

提

出

す

る

た

め
､

｢

セ

メ

ン

ト

製

造

会

社
+

か

ら

山

口

県

庁

勧

業

課
へ

発

送
さ

れ

た

も

の

の

控
で

あ

る
｡

｢

氏
名
+

は
､

こ

れ

を
ア

ル

フ

ァ

べ

γ

ト

順

に

整

理

し

た
｡

明
治

一

五

年

(

一

八

八
二
)

八
月

二

四

日

現

在
の

株

主
で

は

な

く

て
､

同

一
七

年

(

一

八

八
四
)

一

月
一

七

日

現

在

株

主
で

あ
っ

た

も

の

の

族

籍

は
､

明

治

一
五

年
(

一

八

八
二
)

八

月
二

四

日

現

在
の

株

主
の

族

籍

と

同
一

資

料
に

よ
っ

た

ほ

か
､

｢

戸

籍

簿
+

(

小

野
田

市

役

所
々

蔵
)

に

よ

っ

た
｡

｢

出

資
公

債
証

書
+

は
､

ま

ず
明

治
一

七

年

(

一

八

八

四
)

二

月

七
日

｢

セ

メ

ン

ト

製

造

会

社
+

が

農

商

務

省
二

等

属
西

田

栄

太

郎
に

提

出
し

た

出

資
公

債
証

書
の

磋

類

別

株

数
に

関

す

る

控

(

軸

詔
二

一
猷

年

娃

録

庶

務

課

所

収
)

に

よ

っ

た
｡

こ

れ

に

よ

れ

ば
､

六

分

利

付

金

禄

公

債

証

書
一

一

四

株
､

七

分

利

付

金

禄

公

債

証

書
一

､

0

〇

一
株

､

一

部

利
付

金

禄

公

債

証

書
二

四

株
､

金

札

引

換
公

債

証

諾

四

株
､

計

二
一

四

三

株

で

あ
っ

た
｡

各

株

主
の

出

資
公

債
証

書

の

種

類
の

う
ち

､

六

分

利

付
お

よ

び

七

分

利
付

の

金

禄
公

債

証

書
に

つ

い

て

は
､

こ

れ

ら
の

枚

数
お

よ

び

本

義
の

｢

持

株

数
+

と
の

関

連
に

お

い

て
､

｢

詣
聖
和
年

出

資

金

禄
公

債
証

書

関

係

庶

務

課
+

､

｢

セ

メ

ン

ト

製

造

会

社

資

本

公

債
証

書

売
却

勘

定

報

告

書

明

治
二

〇

年

四

月
一

〇
日
+

(

小

野
田

セ

メ

ン

ト

株

式

会

社

本

社

所

蔵
)

､

本

義
の

｢

下

付
さ

れ

た

金

禄
公

債
証

書
+

を

参

照

す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

こ

れ

を

推
定
し

た
｡

一

剖
利

付

金

禄

公

債

証

書
二

四

株
の

出

資
者
の

ぅ

ち
三

浦
芳

介
に

つ

い

て

は
､

明

治

一
七

年

(

一

八

八

四
)

一

二

月

一

一

日

付
で

山
口

県

庁
へ

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社
+

が

振

出

し

た

｢

金

禄
公

債
証

書
的

銭
届
+

お

よ

び

付

属

書
類
の

控
(

韻
語
琳
年

雑

録

庶
務

課
)

､

｢

井
田

幸

治

(

編
)

前
掲

書
+

所

収

の

｢

創
立

当

時
の

会

社
の

株

券
+

､

上

山

清
他

に

つ

い

て

は
､

明

治
一

八

年
(

一

八

八

五
)

一

二

月
付

で

｢

セ

メ

ン

ト

製

造

会

社
+

が

山
口

県

庁
へ

提

出

し

た

｢

金

禄

公

債
証

書
的

栽

届
+

お

よ

び

付

属

書

類
の

控

(

講
和

曙

関
三

溝

録

庶
務

課
)

に

よ
っ

た
｡

ま
た

金

札

引
換

公

債

証

書
四

株
の

出
資
者

笠

井
順

八

に

つ

い

て

は
､

｢

セ

メ

ン

ト

製
造

会

社

資

本

公

債

証

書
売

却

勘
定

報

告

書

明

治
二

〇

年
四

月

一
〇

日
+

に

よ

っ

た
｡

｢

下

付

さ

れ

た

公

債

証

書
+

は
､

｢

金

蔵

券

根

帳

公

債

掛
+

(

六

四

冊
)

､

｢

拾

禄
帳

公

債
掛
+

(

六

冊
)

に

よ
っ

た
｡

7

｢

住

所
+

の

地

名

変
遷

は
､

｢

山
口

児

総

務

部

文

教

課

長

福

澄

十

甜
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郎

(

編
)

前

掲

書
+

所

収
の

｢

市
町

村
沿

革
一

覧
+

に

よ
っ

た
｡

な

お
､

明

治
一

五

年

(

一

八

八
二
)

八
月
二

四

日

現

在
の

株

主
で

あ
っ

て
､

同
一

七

年

(

一

八

八

四
)

一

月
一

七

日

現

在
の

株
主
で

な

か
っ

た

も

の

は

糸

賀

閑

蔵
(

士

族
)

､

神

代

兼
人

(

士

族
)

､

内

藤

刷

(

士

族
)
､

斉
賀
豊

作
(

士

族
)

､

佐

藤
良

輔
(

士

族
)

､

上

田

宣

助

(

士

族
)

､

山
田

春
三

(

士

族
)

､

山
口

俊
助

(

不

詳
)

の

八

人

で

あ

っ

た
｡

ま
た

､

前

者
に

お

い

て

株

主
で

な

く
て

､

後
者
に

お

い

て

株

主

で

あ
っ

た

も
の

は

有
田

範
裕

(

士

族
)

､

神
田

三

輔
(

士

族
)

､

神

代

兼
治

(

不

詳
)

､

内

藤

元

厚

(

士

族
)

､

能
美
守

人

(

不

詳
)

､

岡
謙

助

(

平

民
)

､

斉
賀
豊

詳
)

､

杉

藤
(

不

詳
)

､

俵
田

瀬
兵

衛
(

士

族
)

､

山
口

矯
介
(

士

族
)

の

(

不

詳
)
､

佐

藤
陽
三

(

不

詳
)

､

白

井
梅

(

不

俵
田

勘
兵

衛
(

士
族
)

､

俵

田

佐

平

(

不

詳
)
､

富

田

潤
三

(

士

族
)

､

上

田

宜

行

(

不

詳
)

､

一

六

人
で

あ
っ

た
｡

こ

れ

ら
一

六

人
の

う

ち
､

内

藤
元

厚
は

内

藤
刷
の

長

男
で

あ
っ

た
｡

岡

謙
助
は

七

分

利

付

金

禄

公

債
証

書
二

五

円
を

下

付

さ

れ

て

い

る

こ

と
か

ら
､

士

族
に

編

入

さ

瀬
ハ

ーU

れ

な

か
っ

た

旧

藩
臣
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と
が

で

き
る

｡

つ

ま

り
､

彼
は

広

義
の

士

族
に

属
し

た

わ

け

で

あ

る
｡

彼
の

旧

所

属
藩
は

住

所

か

ら

み

て
､

旧

萩

藩
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

有

田

範
裕

､

神
田

三

輪
､

俵
田

勘

兵

衛
､

俵
田

瀬
兵

衛
､

富
田

潤
三

､

山
口

矯
介
の

旧

所

属

藩
に

つ

い

て

は
､

こ

れ

を

株
主

一

覧
表
に

記

載
し

な

か
っ

た
｡

し

か

し
､

山
口

矯
介
を

除
く
五

人

は
､

そ

の

住

所
か

ら

み

て

旧

萩
藩
士

族
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

山
口

は
､

そ

の

住

所
か

ら

み

て

旧

岩
国

藩

士

族
で

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

と

思

わ
れ

る
｡

(

4
)

明

治
一

七

年
二

月

七

日
､

セ

メ

ン

ト

製

造

会

社

長
笠
井

順
八

か

ら

濃

蘭

務

省
へ

提

出
し

た

会
社

状
況

報

告

書
｢

現

書
ハ

一

七

年
二

月

七

日

於

赤

間

関

海

路

長

南
務
二

等
属

西

田

栄

太

郎
二

渡
シ

+

(

盟
川

和

鵬

嘩
二

姓

録

庶
務

課

所

収
)

｡

(

一

橋
大

学

助

教

授
)




